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は じ め に

１ 庁 舎 建 設 の 検 討 経 緯

本 市 の 市 政 執 行 の 中 核 を 担 う 本 庁 舎 は 、 市 民 の シ ン ボ ル

と し て 永 く 市 民 に 親 し ま れ る も の と し て 、 当 時 で は 最 新 の

技 術 と 技 量 を 駆 使 し 昭 和 ４ ３ 年 に 建 築 さ れ ま し た 。そ の 後 、

時 代 の 行 政 需 要 に 対 応 す る た め 度 々 増 改 築 を 行 う と と も に 、

分 庁 舎 の 増 設 を 行 い な が ら 現 在 に 至 っ て い ま す 。

本 庁 舎 は 、 建 設 か ら ４ ９ 年 が 経 過 し 、 老 朽 化 の 進 行 と と

も に 維 持 補 修 経 費 が 年 々 増 え て い ま す 。 ま た 、 庁 舎 の 増 改

築 や 増 設 に よ り ５ つ の 庁 舎 に 窓 口 が 分 散 し て い る こ と や 、

バ リ ア フ リ ー 対 策 が 不 十 分 で あ る た め に 市 民 サ ー ビ ス の 低

下 を 招 い て い る こ と 、 さ ら に 執 務 ス ペ ー ス が 狭 あ い な た め

多 様 化 す る 市 民 ニ ー ズ に 対 応 で き て い な い こ と な ど 、 本 市

の 庁 舎 は 様 々 な 問 題 を 抱 え て い ま す 。

こ の よ う な 問 題 の 解 消 に 向 け て は 、 市 民 サ ー ビ ス の 向 上

を 図 る と と も に 、 東 日 本 大 震 災 の 経 験 か ら 防 災 拠 点 と し て

の 機 能 強 化 な ど 、 新 た な 行 政 需 要 に も 対 応 し た 効 率 的 ・ 効

果 的 な 庁 舎 機 能 が 求 め ら れ ま す が 、 既 存 庁 舎 の 改 修 で は 物

理 的 に 対 応 し き れ な い た め 、 平 成 ２ ８ 年 度 に 庁 内 職 員 に よ

る 新 庁 舎 建 設 庁 内 課 題 検 討 委 員 会 を 設 置 し 、 現 庁 舎 が 抱 え

る 課 題 の 洗 い 出 し や 新 庁 舎 に 求 め ら れ る 機 能 等 に つ い て 検

討 を 行 っ て き ま し た 。

平 成 ２ ９ 年 度 に は 、 副 市 長 を 委 員 長 と し 、 関 係 部 長 に よ

り 構 成 す る 新 庁 舎 建 設 庁 内 検 討 委 員 会 を 設 置 し 、 新 庁 舎 建

設 に 係 る 基 本 構 想 を 取 り ま と め た と こ ろ で す 。

な お 、 新 庁 舎 建 設 に 当 た っ て は 、 新 市 建 設 計 画 に お い て

「 市 民 に わ か り や す い ま ち づ く り 」 を 施 策 項 目 と 掲 げ 、 本

庁 舎 ・ 区 役 所 庁 舎 施 設 の 再 配 置 整 備 の 推 進 を 行 う こ と と し

て い る こ と か ら 、 合 併 特 例 債 を 新 庁 舎 建 設 の 財 源 と し て 活

用 す る こ と が 最 も 有 利 で あ る と 判 断 し 、 平 成 ３ ７ 年 度 の 完

成 を 目 途 に 新 庁 舎 の 整 備 を 計 画 し ま す 。
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２ 基 本 構 想 の 位 置 づ け

本 基 本 構 想 は 、 新 庁 舎 の 目 指 す べ き 方 向 性 を 基 本 理 念 と

し 、 そ の 基 本 理 念 を 実 現 す る た め の 基 本 的 な 方 策 を 基 本 方

針 に 掲 げ 、 必 要 な 機 能 及 び 適 正 な 規 模 、 建 設 候 補 地 を 提 示

し 、次 の 基 本 計 画 へ と つ な げ る た め の 基 礎 と な る も の で す 。

な お 、 基 本 計 画 の 策 定 に 当 た っ て は 市 民 を 中 心 と し た 検

討 会 を 設 置 し 、 本 基 本 構 想 に 基 づ き 、 よ り 具 体 的 な 機 能 等

に つ い て 協 議 を 進 め て い き ま す 。
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第 １ 章 新 庁 舎 建 設 の 必 要 性

１ 庁 舎 の 現 状 と 課 題

現 在 の 本 庁 舎 は 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 地 上 ４ 階 ・ 地 下 １

階 建 て で 昭 和 ４ ３ 年 に 建 設 さ れ ま し た が 、 そ の 後 の 行 政 需

要 の 拡 大 に 伴 う 職 員 数 の 増 加 な ど に よ り 、段 階 的 に 西 庁 舎 、

東 庁 舎 と 建 設 を 進 め 、 今 で は ５ つ の 庁 舎 に よ る 分 散 型 配 置

（ 下 表 ） と な っ て い ま す 。

○ 現 庁 舎 の 建 設 年 度 と 経 過 年 数

ま た 、老 朽 化 の 進 行 に 加 え 、建 設 当 時 に は 想 定 し て い な か

っ た Ｉ Ｔ 1 化 や バ リ ア フ リ ー ２ 化 へ の 対 応 な ど 、 多 様 化 す る

ニ ー ズ に 対 応 で き な い 状 況 に あ り ま す 。

こ の こ と か ら 、現 庁 舎 の 現 状 を 把 握 し 、次 の と お り 課 題 を

整 理 し ま す 。

１ Ｉ Ｔ ： コ ン ピ ュ ー タ ー の 機 能 や デ ー タ 通 信 に 関 す る 技 術 の こ と

２ バ リ ア フ リ ー：障 が い 者 や 高 齢 者 、 子 供 が 生 活 す る う え で の 障 壁 を 取 り 除 く こ と

名 称 構 造 建築年度 耐用年数 経過年数 主な配置部 備 考

地階 809.25

１階 1,033.16

２階 977.62

３階 779.76

４階 813.21

塔屋 0.77

計 4,413.77

１階 253.76

２階 249.01

３階 249.01

計 751.78

１階 547.45

２階 502.11

計 1,049.56

１階 485.31

２階 484.46

計 969.77

平屋 533.46 昭和５４年度 ５０年 ３９年
建設部

（上下水道）

一部コンクリートブロック造
現状：雨漏り

計 533.46

7,718.34

２０年

３年

延床面積（㎡）

本庁舎 鉄筋コンクリート造

西庁舎 鉄筋コンクリート造

南分庁舎 鉄筋コンクリート造

合 計

昭和４３年度

昭和５２年度

平成９年度

平成２６年度

東庁舎 鉄骨造

現状：雨漏り・配管腐食など

現状：タイル剥離・配管水漏れ

現状：内壁下側腐食など

※復旧復興のための人員増に伴い会議室

で執務を行っていたことから、環境改善の

ため仮設庁舎として整備北庁舎 軽量鉄骨造

５０年

５０年

３８年

３０年

総務部

市民生活部

建設部

会計・議会

選挙管理委員会

教育委員会事務局

復興企画部

健康福祉部

監査委員

経済部

農業委員会

４９年

４０年
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（ １ ） 分 散 配 置 に よ る 市 民 サ ー ビ ス の 低 下

分 散 配 置 に よ り 窓 口 が 分 か れ て い る た め 、市 民 は そ れ ぞ れ

の 庁 舎 に 足 を 運 ば な い と 用 件 を 済 ま す こ と が で き ず 、市 民 の

利 便 性 と 行 政 効 率 の 低 下 を 招 い て い ま す 。

ま た 、駐 車 ス ペ ー ス が 不 十 分 な こ と か ら 、繁 忙 期 に は 来 庁

者 に 対 し 不 便 を き た し て い ま す 。

【 課 題 】

● 窓 口 を 集 約 す る こ と に よ る 市 民 の 利 便 性 の 向 上

● 行 政 事 務 の 効 率 化

● 十 分 な 駐 車 ス ペ ー ス の 確 保

（ ２ ） 老 朽 化 に よ る 安 全 性 ・ 経 済 性 の 低 下

建 物 本 体 は 、 老 朽 化 の 進 行 に よ り 随 所 に 剥 離 、 雨 漏 り が

見 ら れ る と と も に 、 給 排 水 設 備 や 空 調 設 備 に お い て も 、 老

朽 化 が 著 し く 、 頻 繁 に 補 修 し な け れ ば な ら な い 状 況 に な っ

て い ま す 。 ま た 、 Ｏ Ａ 機 器 や 電 話 、 電 源 の 配 線 に よ り 、 床

に モ ー ル が 張 り 巡 ら さ れ て い る た め 、 段 差 が 生 じ 通 行 等 に

支 障 を き た し て い る 状 況 と な っ て い ま す 。

【 課 題 】

● 施 設 設 備 の 維 持 補 修 費 の 縮 減

● Ｉ Ｔ 化 の 発 展 に 対 応 で き る 柔 軟 な 設 備 設 置 の た め の 環 境

整 備

● パ ソ コ ン や 電 話 、 電 源 等 の 配 線 に よ る 段 差 解 消 に よ る 移

動 安 全 性 の 確 保

（ ３ ） 災 害 時 の 拠 点 と し て の 機 能 不 足 と 耐 震 性 へ の 不 安

本 庁 舎 は 災 害 発 生 時 の 災 害 対 策 拠 点 と し て の 重 要 な 役 割

が あ り ま す が 、情 報 集 約 に 配 慮 し た 災 害 対 策 本 部 室 な ど 、求

め ら れ る 機 能 が 不 足 し て い る た め 、そ の 役 割 を 十 分 に 果 た す

こ と が 難 し い 状 況 と な っ て い ま す 。特 に 非 常 用 電 源 は 、太 陽

光 パ ネ ル に よ る 蓄 電 の み に と ど ま り 、利 用 で き る 範 囲 が 限 定

さ れ て い る た め 、 全 庁 的 な 電 源 確 保 が 難 し い 状 況 で す 。
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な お 、本 庁 舎 は 平 成 ２ ０ ～ ２ １ 年 度 に 耐 震 工 事 を 行 っ た も

の の 、改 修 後 使 用 に 耐 え ら れ る 年 数 は 一 般 的 に ２ ０ 年 程 度 で

あ る こ と か ら 、既 に １ ０ 年 が 経 過 し て い る と と も に 、東 日 本

大 震 災 の 影 響 に よ る 耐 震 性 の 低 下 が 憂 慮 さ れ て い る 状 況 で

す 。

【 課 題 】

● 非 常 時 で あ っ て も 、 一 定 時 間 対 応 で き る 電 力 の 確 保

● 非 常 時 に 会 議 を 開 催 で き る ス ペ ー ス の 確 保

● 市 民 の 生 命 と 財 産 を 守 る 防 災 拠 点 と し て の 庁 舎 の 耐 震 性

の 確 保

（ ４ ） バリアフリー・ユニバーサルデザイン ３ への対応が不十分

庁 舎 に は 構 造 上 解 消 で き な い 段 差 が あ る な ど 、 バ リ ア フ

リ ー 対 策 が 不 十 分 で あ る と と も に 、 建 物 の 構 造 上 、 ユ ニ バ

ー サ ル デ ザ イ ン に 柔 軟 に 対 応 で き な い 部 分 が あ り ま す 。

【 課 題 】

● 高 齢 者 や 障 が い 者 に も や さ し い 段 差 解 消 な ど の バ リ ア フ

リ ー の 対 応

● 誰 も が 利 用 し や す い 庁 舎 、わ か り や す い ピ ク ト サ イ ン ４ な

ど ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン へ の 対 応

（ ５ ） 狭 あ い な ス ペ ー ス に よ る 不 安

建 物 が 狭 あ い な た め 窓 口 で の プ ラ イ バ シ ー へ の 配 慮 、 待

合 所 や 執 務 室 、 相 談 室 な ど の ス ペ ー ス を 確 保 す る こ と が 困

難 な 状 況 と な っ て い ま す 。

ま た 、 執 務 ス ペ ー ス に 耐 震 用 ブ レ ー ス が 設 置 さ れ て い る

た め 、 柔 軟 な 机 の 配 置 の 妨 げ と な っ て い ま す 。

３ ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン ： 誰 に と っ て も 利 用 し や す い 建 物 、 空 間 デ ザ イ ン の

考 え 方 、 バ リ ア フ リ ー の 進 化 形 の こ と

４ ピ ク ト サ イ ン ： 何 ら か の 情 報 や 注 意 を 示 す た め に 表 示 さ れ る 視 覚 記 号 （ マ

ー ク ） の こ と
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【 課 題 】

● 窓 口 対 応 時 等 の プ ラ イ バ シ ー へ の 配 慮 及 び 個 人 情 報 の 保

護 へ の 対 応

● 待 合 室 、 執 務 室 、 書 庫 等 の ス ペ ー ス の 確 保

● 柔 軟 性 の あ る 机 の 配 置 の 実 現

（ ６ ） 庁 舎 内 の セ キ ュ リ テ ィ 機 能 へ の 不 安

庁 舎 内 に は 、 市 民 生 活 に 関 わ る 多 く の 機 能 や 重 要 な 情 報

が 蓄 積 さ れ て い る た め 、 こ れ ら を 守 る 必 要 が あ り ま す が 、

建 物 の 構 造 上 対 応 で き な い 状 況 で す 。

【 課 題 】

● 執 務 室 の 確 実 な 施 錠 等 に よ る セ キ ュ リ テ ィ の 確 保

● 出 入 口 の 統 一 や 防 犯 カ メ ラ の 設 置 等 に よ る 安 全 対 策 の 充

実
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２ 新 庁 舎 建 設 の 必 要 性

現 庁 舎 は 、 建 設 か ら 相 当 の 年 数 が 経 過 し た こ と に よ り 、

庁 舎 機 能 の 根 幹 に 関 わ る 多 く の 課 題 を 抱 え な が ら も 、 事 務

改 善 に よ る 業 務 の 効 率 化 や 設 備 補 修 な ど を 度 々 行 い 、 市 民

サ ー ビ ス が 低 下 し な い よ う 対 応 に 努 め て き た と こ ろ で す 。

し か し な が ら 、 前 述 の と お り 庁 舎 が 分 散 さ れ て い る こ と

に 伴 い 、 市 民 に と っ て 利 便 性 が 低 下 し て い る と と も に 、 老

朽 化 し た 庁 舎 で は 限 ら れ た 範 囲 で の 応 急 措 置 的 な 対 応 に と

ど ま り 、 物 理 的 に も 機 能 的 に も 根 本 的 に は 解 決 に 至 ら ず 、

災 害 時 の 拠 点 と な る べ き 庁 舎 が 安 全 ・ 安 心 な 建 物 と は 呼 べ

な い 状 況 で す 。

こ の よ う な こ と か ら 、 特 に

・ 市 民 の 利 便 性 を 向 上 さ せ る た め の 環 境 整 備

・ 安 心 し て 庁 舎 を 利 用 で き る 環 境 整 備

・ 非 常 時 に お け る 災 害 対 策 拠 点 と し て の 機 能 強 化 の た め

の 環 境 整 備

に つ い て の 対 応 が 求 め ら れ 、 さ ら に 、 市 民 の ニ ー ズ ・ 時

代 の ニ ー ズ に 即 し 、 適 切 な 市 民 へ の 対 応 、 行 政 効 率 の 向 上

を 図 る た め に も 、 安 全 ・ 安 心 で 誰 も が 利 用 し や す い 新 た な

庁 舎 の 整 備 が 必 要 で す 。
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第 ２ 章 新 庁 舎 の 基 本 理 念 と 基 本 方 針

１ 基 本 理 念

庁 舎 は 、 多 く の 市 民 が 利 用 す る 施 設 で あ る こ と か ら 、 使

い や す く 親 し み を 持 て る 庁 舎 で あ る と と も に 、 効 率 的 な 行

政 サ ー ビ ス を 提 供 す る も の と し 、 市 民 の 安 全 ・ 安 心 な 暮 ら

し を 支 え る 機 能 を も つ 施 設 と し ま す 。

こ れ ま で の 内 容 を 踏 ま え 、 基 本 理 念 を 次 の と お り 定 め ま

す 。

≪ 基 本 理 念 ≫

１ ． 市 民 が 利 用 し や す い 庁 舎

２ ． 行 政 事 務 の 機 能 性 ・ 効 率 性 の 良 い 庁 舎

３ ． 災 害 対 応 の 拠 点 施 設 と な る 安 全 な 庁 舎

４ ． 環 境 に や さ し く 経 済 性 を 考 慮 し た 庁 舎

５ ． 市 民 が 誇 り を 持 て る 庁 舎



9

２ 基 本 方 針

５ つ の 基 本 理 念 を 実 現 さ せ る た め 、 次 の こ と を 基 本 方 針

と し 、 新 庁 舎 の 建 設 を 目 指 し ま す 。

≪ 基 本 方 針 ≫

１ 市 民 が 利 用 し や す い 庁 舎

◆ よ り 良 い 行 政 サ ー ビ ス を 提 供 で き る 庁 舎

◆ 市 民 が 気 軽 に 利 用 で き る 庁 舎

◆ ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン を 導 入 し た 庁 舎

２ 行 政 事 務 の 機 能 性 ・ 効 率 性 の 良 い 庁 舎

◆ プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 し た 庁 舎

◆ 組 織 改 革 に 柔 軟 に 対 応 で き る 庁 舎

◆ セ キ ュ リ テ ィ 機 能 を 充 実 さ せ た 庁 舎

３ 災 害 対 応 の 拠 点 施 設 と な る 安 全 な 庁 舎

◆ 耐 震 性 を 備 え た 安 心 で き る 庁 舎

◆ 行 政 機 能 が 維 持 で き る ラ イ フ ラ イ ン ５ が 充 実 し た 庁 舎

◆ 災 害 対 応 の 中 枢 機 能 を 備 え た 庁 舎

４ 環 境 に や さ し く 経 済 性 を 考 慮 し た 庁 舎

◆ 自 然 エ ネ ル ギ ー を 活 用 し た 環 境 に や さ し い 庁 舎

◆ ラ イ フ サ イ ク ル コ ス ト ６ を 抑 え た 経 済 的 な 庁 舎

◆ 周 辺 環 境 と 調 和 の と れ た 庁 舎

５ 市 民 が 誇 り を 持 て る 庁 舎

◆ 市 の 「 顔 」 と な る 庁 舎

◆ 明 る く 親 し み を 持 て る 庁 舎

◆ 末 永 く 愛 さ れ る 庁 舎

５ ﾗ ｲ ﾌ ﾗ ｲ ﾝ ： 生 活 ・ 生 命 を 維 持 す る た め の 水 道 ・ 電 気 ・ ガ ス ・ 通 信 な ど の 施 設 の こ と

６ ﾗ ｲ ﾌ ｻ ｲ ｸ ﾙ ｺ ｽ ﾄ ： 建物の企画・設計から建設、維持管理・解体・廃棄に至るまでに要する全費用のこと
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３ 付 加 す る 機 能

新 庁 舎 建 設 に 向 け て 、 そ れ ぞ れ の 基 本 方 針 を 実 現 す る た

め 、 必 要 な 機 能 、 施 設 に つ い て は 次 の よ う に 定 め ま す 。

７ Ｉ Ｃ Ｔ ： I T 技 術 を 通 し 人 同 士 の ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ が 生 ま れ る 応 用 技 術 の こ と

１ 市 民 が 利 用 し や す い 庁 舎

・ 市 民 サ ー ビ ス 窓 口 機 能 の 集 約

・ 市 民 に と っ て 利 便 性 の 良 い 設 備 の 導 入

・ わ か り や す く 利 用 し や す い 窓 口 や 案 内 版 の 設 置

・ バ リ ア フ リ ー の 整 備

・ 充 実 し た 情 報 の 受 発 信 が で き る 環 境 整 備

・ 開 か れ た 議 会 運 営 に 必 要 な 機 能 の 整 備

・ 市 民 が 憩 え る ゆ と り あ る 空 間 の 確 保

・ ゆ と り あ る 駐 車 場 の 整 備

２ 行 政 事 務 の 機 能 性 ・ 効 率 性 の 良 い 庁 舎

・ プ ラ イ バ シ ー を 考 慮 し た 相 談 室 等 の 整 備

・ 機 能 的 で 効 率 の 良 い 執 務 ス ペ ー ス の 確 保

・ 利 用 し や す い 会 議 室 の 整 備

・ 作 業 室 、 書 庫 、 倉 庫 、 更 衣 室 等 ス ペ ー ス の 十 分 な 確 保

・ 強 固 な セ キ ュ リ テ ィ 機 能 （ 防 犯 カ メ ラ 等 ） の 設 置

・ Ｉ Ｃ Ｔ ７ 機 能 が 有 効 活 用 で き る 執 務 ス ペ ー ス の 確 保

◆ プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 し た 庁 舎

◆ 組 織 改 革 に 柔 軟 に 対 応 で き る 庁 舎

◆ セ キ ュ リ テ ィ 機 能 を 充 実 さ せ た 庁 舎

◆ よ り 良 い 行 政 サ ー ビ ス を 提 供 で き る 庁 舎

◆ 市 民 が 気 軽 に 利 用 で き る 庁 舎

◆ ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン を 導 入 し た 庁 舎
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３ 災 害 対 応 の 拠 点 施 設 と な る 安 全 な 庁 舎

・ 東 日 本 大 震 災 と 同 程 度 の 震 度 に 耐 え ら れ る 耐 震 性 の 強 化

・ ラ イ フ ラ イ ン の バ ッ ク ア ッ プ 機 能 の 強 化

・ 災 害 時 の 拠 点 と し て 機 能 が 維 持 で き る 安 全 性 の 確 保

・ 災 害 対 策 対 応 時 の 機 器 ・ 設 備 の 設 置

・ 災 害 対 策 本 部 機 能 を 備 え た 会 議 室 の 確 保

・ 災 害 対 応 時 の 健 康 維 持 に 配 慮 し た 機 能 の 整 備

◆ 耐 震 性 を 備 え た 安 心 で き る 庁 舎

◆ 行 政 機 能 が 維 持 で き る ラ イ フ ラ イ ン が 充 実 し た 庁 舎

◆ 災 害 対 応 の 中 枢 機 能 を 備 え た 庁 舎

４ 環 境 に や さ し く 経 済 性 を 考 慮 し た 庁 舎

・ 低 消 費 で 長 寿 命 の 省 エ ネ 機 器 の 導 入

・ 自 然 エ ネ ル ギ ー の 積 極 的 な 活 用

・ ラ イ フ サ イ ク ル コ ス ト の 低 減

・ 維 持 管 理 し や す い 機 器 の 導 入

・ 周 辺 環 境 と 調 和 し た デ ザ イ ン の 採 用

・ 敷 地 内 の 緑 地 の 整 備

◆ 自 然 エ ネ ル ギ ー を 活 用 し た 環 境 に や さ し い 庁 舎

◆ ラ イ フ サ イ ク ル コ ス ト を 抑 え た 経 済 的 な 庁 舎

◆ 周 辺 環 境 と 調 和 の と れ た 庁 舎
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５ 市 民 が 誇 り を 持 て る 庁 舎

・ 市 の 象 徴 と な る 意 匠 の 採 用

・ ３ 区 の 一 体 感 が 醸 成 さ れ る 空 間 の 整 備

・ 市 民 の 協 働 、 交 流 の 場 と な る 空 間 の 確 保

・ 美 観 に 優 れ 、 長 期 的 に 利 用 で き る 施 設 の 整 備

◆ 市 の 「 顔 」 と な る 庁 舎

◆ 明 る く 親 し み を 持 て る 庁 舎

◆ 末 永 く 愛 さ れ る 庁 舎
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部 課

総務課

秘書課

財政課

税務課

情報政策課

企画課

危機管理課

環境回復推進課

新エネルギー推進課

被災者支援・定住推進課

市民課

生活環境課

文化スポーツ課

社会福祉課

長寿福祉課

男女共同こども課

健康づくり課放射線健康調査係

農政課

農林整備課

商工労政課

観光交流課

土木課

都市計画課

建築住宅課

水道課（委託業者含む・施設係除く）

下水道課（管理係除く）

教育総務課

学校教育課

幼児教育課

文化財課

建設部（5）

総務部（5）

復興企画部（5）

市民生活部（3）

健康福祉部（4）

経済部（4）

会計課

議会事務局

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局

教育委員会事務局(4）

第 ３ 章 新 庁 舎 の 規 模 想 定

１ 新 庁 舎 に 配 置 予 定 の 組 織 等

新 庁 舎 に 配 置 予 定 の 組 織 等 に つ い て は 、 行 政 組 織 、 関 係

団 体 等 及 び 市 民 開 放 に つ い て 検 討 を 行 い ま し た 。

そ の 結 果 は 、 次 の と お り で す 。

① 行 政 組 織 の 考 え 方

現 庁 舎 に お け る 課 題 と し て 、 庁 舎 の 分 散 配 置 に よ る 市 民

の 利 便 性 の 低 下 が 挙 げ ら れ ま す 。 こ の こ と か ら 、 新 庁 舎 の

建 設 に 当 た り 、 こ の 課 題 を 解 決 す る た め 、 市 民 に と っ て 利

便 性 が 良 い ワ ン ス ト ッ プ サ ー ビ ス ８ を 目 指 し 、現 在 の 本 庁 舎

を は じ め 西 庁 舎 、 東 庁 舎 、 南 庁 舎 及 び 北 庁 舎 の 部 署 を 想 定

し 、 次 の と お り 集 約 す る こ と と し ま す 。

※ 新 庁 舎 へ 配 置 予 定 部 署 （ 組 織 名 称 は 、 Ｈ 2 9 . 4 . 1 現 在 に よ る ）

８ ﾜ ﾝ ｽ ﾄ ｯ ﾌ ﾟ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ ： ひ と つ の 場 所 で さ ま ざ ま な サ ー ビ ス が 受 け ら れ る 環 境 、 場 所 の こ と
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② 関 係 団 体 等 の 考 え 方

関 係 団 体 等 の 配 置 に つ い て は 、 行 政 と し て 真 に 必 要 な 団

体 と し 、 特 に 市 民 の 利 便 性 の 向 上 を 図 る 団 体 、 情 報 発 信 に

寄 与 す る 団 体 な ど の 配 置 と し ま す 。

さ ら に 、 職 員 の 福 利 厚 生 や 市 民 も 利 用 で き る 食 堂 、 売 店

な ど の 配 置 を 検 討 し ま す 。

③ 市 民 開 放 の 考 え 方

県 内 他 市 の 状 況 を 調 査 し た 結 果 、 市 民 開 放 型 の 会 議 室 を

設 置 し て い る の は 須 賀 川 市 の み で し た 。

現 在 、 各 生 涯 学 習 セ ン タ ー や 情 報 交 流 セ ン タ ー 等 に 市 民

が 利 用 で き る 会 議 室 を 設 置 し 市 民 の 利 用 に 供 し て い ま す が 、

稼 働 状 況 を 確 認 し た と こ ろ ま だ 余 裕 が あ る 状 況 で す 。

こ の こ と か ら 、 新 庁 舎 へ 開 放 型 会 議 室 の 配 置 に つ い て 、

必 要 性 は 低 い も の と 考 え ら れ ま す 。

た だ し 、 基 本 理 念 で 掲 げ た 市 民 が 利 用 し や す い 庁 舎 、 市

民 が 誇 り を 持 て る 庁 舎 を 目 指 す た め 、 市 民 が 憩 え る 空 間 、

協 働 ・ 交 流 の 場 は 配 置 す る こ と と し ま す 。

２ 新 庁 舎 の 各 フ ロ ア 構 成 の 考 え 方

市 民 に や さ し い 庁 舎 と す る た め 、 市 民 の 移 動 が 極 力 少 な

く 、 効 率 の 良 い わ か り や す い 配 置 と し ま す 。

主 に 、 低 層 階 に は 各 種 申 請 手 続 き な ど の 市 民 の 利 用 が 多

い 窓 口 や 市 民 ス ペ ー ス の 配 置 、 上 層 階 に は 災 害 対 策 の 拠 点

機 能 を 有 す る 災 害 対 策 本 部 室 （ 庁 議 室 併 用 ） や 、 議 会 機 能

の 議 場 、 会 議 室 及 び 執 務 室 の 配 置 を 検 討 し ま す 。



15

上 記 の 考 え に 基 づ き 、 新 庁 舎 へ 配 置 予 定 の 部 署 は 次 の と

お り と し ま す 。

な お 、 今 後 設 計 を 進 め る 中 で 市 民 の 利 便 性 や 職 員 の 事 務

効 率 の 向 上 を 図 る た め 変 更 に な る 場 合 が あ り ま す 。

新 庁 舎 へ の 配 置 構 成 （ 案 ）

階層 基本的な考え方 備考

上層階

・市長室、副市長室、災害対策本部室（庁議室併用）は、隣接配置
・政策決定に関する調整部署を中心に配置
・議会機能は格式を保ち、市民の利便性やセキュリティの確保を

考慮し配置

中層階
・低層階配置以外の部署で、窓口機能のある部署を配置
・セキュリティの確保、災害対策のための、サーバー等の重要

な設備や非常用設備等の配置

低層階
・市民の利便性確保の視点から、窓口機能を中心に市民の利用

頻度の高い部署を配置
・市民が利用できるオープンフロアなどの配置

その他共通事項
・市民利用空間と執務空間を区分した配置
・各階フロアに合せた会議室や保管スペースの配置

・会議室
・相談室
・打合せスペース
・休憩室
・警備員室
・更衣室
・給湯室
・トイレ
・書庫・倉庫
・階段
・エレベーター
（ｴｽｶﾚｰﾀｰ等）
・機械室

上層階

●市長・副市長室・災害対策本部室（庁議室併用）・応接室
【総務部】
・秘書課・総務課・財政課・情報政策課
【復興企画部】
・企画課・危機管理課・環境回復推進課・新エネルギー推進課
【議会関連】
・議場・正副議長室・応接室・委員会室・事務局
【委員会】
・選挙管理委員会・監査委員事務局

中層階

【経済部】
・農政課・農林整備課・商工労政課
【建設部】
・土木課・都市計画課・建築住宅課・水道課・下水道課
【教育委員会】
・教育長室・教育総務課・学校教育課・幼児教育課・文化財課

低層階

【窓口関係】
・税務課・会計課・水道課（料金関係）
【市民生活部】
・市民課・生活環境課・文化スポーツ課
【健康福祉部】
・社会福祉課・長寿福祉課・男女共同こども課
・健康づくり課（一部係）
【利便性向上】
・観光交流課・農業委員会事務局・被災者支援定住推進課

・会議室
・相談室
・打合せスペース
・休憩室
・警備員室
・更衣室
・給湯室
・トイレ
・書庫・倉庫
・階段
・エレベーター
（ｴｽｶﾚｰﾀｰ等）
・機械室

その他
・法務局サービスセンター・職員組合・記者クラブ・食堂・売店・ＡＴＭ
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３ 庁 舎 規 模 の 算 定 方 法

庁 舎 の 規 模 を 算 定 す る 方 法 と し て 、

① 総 務 省 （ 平 成 ２ ２ 年 度 地 方 債 同 意 等 基 準 運 用 要 綱 ） に よ

る 算 定 （ 現 在 は 起 債 制 度 の 変 更 に よ り 要 綱 は 廃 止 ）

◎ 広 く 他 自 治 体 で 庁 舎 建 設 の 面 積 算 定 に 用 い ら れ て い る 。

② 国 土 交 通 省 （ 新 営 一 般 庁 舎 面 積 算 定 基 準 ） に よ る 算 定

◎ 主 に 各 省 の 営 繕 事 務 の 合 理 化 ・ 効 率 化 の た め の 基 準 。

な ど あ り ま す が 、 本 市 に お い て は 、 他 自 治 体 が 用 い て い る

① の 総 務 省 に よ る 算 定 に 基 づ い た 面 積 で 算 定 を 行 い ま す 。

な お 、 当 該 基 準 に 含 ま れ て い な い 機 能 （ 防 災 、 福 利 厚 生

及 び 市 民 サ ー ビ ス 関 連 機 能 な ど ） の 面 積 を 加 算 し ま す 。

【 各 々 の 算 出 】

（ １ ） 事 務 室

換 算 職 員 数 （ 職 員 数 ×換 算 率 ） ×４ ． ５ ㎡

（ ２ ） 倉 庫

(１ ) 事 務 室 面 積 ×１ ３ ％

（ ３ ） 会 議 室 等

職 員 数 ×７ ． ０ ㎡

（ ４ ） 玄 関 等 （ 共 用 部 ）

(１ ) 事 務 室 ・ ( ２ )倉 庫 ・ ( ３ )会 議 室 等 の 合 計 ×４ ０ ％

（ ５ ） 車 庫 等

本 庁 に て 直 接 使 用 す る 公 用 車 数 ×２ ５ ㎡

（ ６ ） 議 会 関 係

議 員 数 ×３ ５ ㎡

以 下 に つ い て は 、 算 定 基 準 に 含 ま れ な い 、 加 算 す る 面 積

（ ７ ） 防 災 関 連 機 能

防 災 拠 点 と し て 活 用 す る 面 積

（ ８ ） 利 便 性 向 上 機 能

売 店 ・ Ａ Ｔ Ｍ な ど 利 便 性 を 求 め た 面 積

（ ９ ） 市 民 協 働 活 動 機 能

市 民 活 動 と し て 活 用 す る 面 積

（ 1 0） そ の 他

新 庁 舎 へ 配 置 す る 他 団 体 等 の 面 積
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４ 算 定 の 根 拠 と な る 人 口 及 び 職 員 数 の 想 定 と 庁 舎 面 積

（ １ ） 人 口 推 計

南 相 馬 市 の 将 来 人 口 は 、 全 国 と 同 様 に 少 子 高 齢 化 、 人 口

減 少 の 傾 向 で 著 し く 減 少 し て い く 見 通 し で す 。

平 成 ２ ８ 年 ２ 月 に 策 定 し た 「 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 総

合 戦 略 」 の 総 人 口 の 推 計 で は 、 今 後 の 人 口 減 少 対 策 を 何 も

講 じ な い と 平 成 ５ ２ 年 に は ３ ８ ，０ ２ ４ 人 と 大 き く 減 少（ 下

表 ） す る と さ れ て い ま す が 、 同 戦 略 で は 「 目 指 す べ き 将 来

の 方 向 」と し て 政 策 的 に 人 口 減 少 の 対 策 を 打 ち 出 し て お り 、

そ の 対 策 を 実 施 す る こ と で 平 成 ５ ２ 年 に は 、 ４ ５ ， ５ ５ ０

人 と 推 計 し て い ま す 。

【 将 来 総 人 口 推 計 】

「 南 相 馬 市 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 総 合 戦 略 よ り 」

（ ２ ） 職 員 数 の 想 定 と 庁 舎 面 積

① 職 員 数 の 考 え 方

新 庁 舎 の 規 模 を 想 定 す る た め に は 、 事 務 室 、 倉 庫 、 会

議 室 な ど の 執 務 室 が 主 と な る た め 、 執 務 室 に 配 置 さ れ る

職 員 数 の 想 定 が 必 要 と な り ま す 。

現 在 、 本 市 に お い て は 東 日 本 大 震 災 の 影 響 に よ る 復 興

事 業 の 業 務 量 が 膨 大 で あ り 、 他 自 治 体 か ら の 派 遣 を 頂 き

な が ら 事 業 を 行 っ て い る こ と に 加 え 、 復 興 事 業 任 期 付 職

員 も 採 用 し て 事 業 を 行 っ て い ま す 。
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し か し な が ら 、 平 成 ３ ７ 年 度 の 庁 舎 完 成 時 に は 、 復 興

事 業 が 終 了 す る も の と 考 え ら れ る こ と か ら 、 派 遣 職 員 及

び 任 期 付 職 員 を 総 数 よ り 除 い た 職 員 数 に よ り 算 定 す る こ

と と し ま す 。

② 人 口 減 少 に 伴 う 組 織 の 検 討

今 後 の 人 口 減 少 に 伴 い 、 庁 舎 完 成 時 の 職 員 数 は 現 在 よ

り も 減 少 す る こ と が 想 定 さ れ 、 組 織 体 制 の 見 直 し も 必 要

と さ れ ま す 。

こ の 組 織 体 制 見 直 し は 、 組 織 全 体 で あ り 区 役 所 機 能 に

つ い て も 同 様 で す 。

作 業 部 会 で は 、 各 部 よ り 今 後 の 区 役 所 機 能 の あ り 方 に

つ い て 意 見 を 求 め た 結 果 、

「 職 員 数 の 減 に 伴 う 組 織 の 見 直 し の 方 向 と し て は 、 市

民 サ ー ビ ス が 低 下 し な い こ と を 前 提 に 、 ま ち づ く り 部

門 ・ 窓 口 部 門 な ど に 集 約 さ せ ス リ ム 化 を 図 る こ と 。」 な ど

の 意 見 の ほ か 、 一 方 で は 、

「 各 区 の ニ ー ズ に こ た え ら れ る 組 織 と し て 存 続 さ せ る

こ と 。」 や 「 現 行 区 役 所 職 員 数 は 、 既 に 少 人 数 で あ り 、 更

な る 見 直 し を 行 う と し て も ご く 少 数 の 減 に 留 ま る 。」な ど

が 挙 げ ら れ ま し た 。

こ の こ と か ら 、 区 役 所 機 能 の あ り 方 つ い て は 、 地 域 自

治 区 制 度 で 合 併 を 進 め て き た 経 過 が あ り 、 見 直 し は 大 変

重 要 な 案 件 で 慎 重 に 市 民 合 意 形 成 を 図 る こ と が 求 め ら れ

る こ と か ら 、 検 討 委 員 会 な ど の 組 織 を 設 立 し 地 域 協 議 会

と の 議 論 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ ま す 。

③ 職 員 数 の 想 定 方 法

上 記 の と お り 、 現 段 階 に お い て 将 来 の 組 織 体 制 （ 区 役

所 機 能 集 約 ） を 見 越 し た 職 員 数 の 想 定 は 困 難 で あ る こ と

か ら 、 職 員 数 は 現 組 織 で 区 役 所 機 能 を 維 持 し た 場 合 の 平

成 ３ ７ 年 度 （ 将 来 総 人 口 推 計 ： 5 4 , 8 1 4 人 ） の 職 員 数 で 想

定 し ま す 。
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現 組 織 で 区 役 所 機 能 を 維 持 し た 場 合 の 職 員 数

現 在 の 組 織 で 見 直 し を 行 わ ず 、 区 役 所 機 能 を 維 持 し た 場

合 の 職 員 数 で 、 人 口 減 少 に 比 例 さ せ た 人 数 で す 。

（ ３ ） 基 準 に は 含 ま れ な い 機 能 の 面 積 加 算

「 防 災 、 福 利 厚 生 及 び 市 民 サ ー ビ ス 機 能 の 面 積 」【 ７ ５ ０ ㎡ 】

○ 災 害 対 策 拠 点 の 機 能 【 1 5 0 ㎡ 】

本 部 会 議 室 （ 平 常 時 は 会 議 室 ）

仮 眠 等 ス ペ ー ス ほ か

○ 来 庁 者 の 利 便 性 機 能 【 3 5 0 ㎡ 】

エ ン ト ラ ン ス （ 待 合 所 ）

個 別 相 談 室

売 店 ・ Ａ Ｔ Ｍ 配 置 ほ か

○ 市 民 協 働 の 機 能 【 2 5 0 ㎡ 】

市 民 活 動 ス ペ ー ス （ 市 民 利 用 ホ ー ル ）

食 堂 （ 喫 茶 店 ） ス ペ ー ス

市 政 情 報 ・ 特 産 物 展 示 フ ロ ア ほ か

「 そ の 他 関 係 団 体（ 組 織 ）の 集 約 面 積 」 【 １ ０ ０ ㎡ 】

○ 法 務 局 サ ー ビ ス セ ン タ ー 、 記 者 ク ラ ブ 、 職 員 組 合 ほ か

平成２２年度 平成２９年度 平成３７年度 平成５２年度

７０，８７８ 人 ６２，２３６ 人 ５４，８１４ 人 ４５，５５０ 人

（国勢調査人口） （住基人口） （推計人口） （推計人口）

１，１００ 人 １，０４２人 ９１７ 人 ８２４ 人

４３０ 人 ４８５ 人 ４２７ 人 ３５５ 人

１２，２６６㎡ １１，２８４ ㎡ １０，０６６ ㎡

１３，３５６㎡ １２，８９７ ㎡ １２，３３６ ㎡

※ 職員数は、正職員、嘱託職員、臨時職員で、派遣及び任期付は除く人数である。

参考：国交省基準

現組織で区役所機能を維持した場合の職員数での想定と庁舎面積

人口

職員数（病院除く）

本庁舎等勤務
職員数

総務省算定基準
既存７，７１８㎡
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上 記 よ り 、 平 成 ３ ７ 年 度 の 職 員 数 （ 4 2 7 人 ） で の

想 定 面 積 ： ( Ｈ 3 7 ) 11 , 2 8 4 ㎡ + (加 算 ) 8 5 0 ㎡ ＝ 1 2 , 1 3 4 ㎡

基 本 構 想 時 点 で の

必 要 面 積 を 12,000 ㎡ と し ま す 。

こ の 面 積 は 、 今 後 の 社 会 情 勢 に よ り 想 定 を 超 え た 人 口 減

少 に 伴 う 組 織 の 見 直 し に よ る 機 能 の 集 約 な ど も 見 据 え 、 柔

軟 に 対 応 で き る よ う 計 画 し て い き ま す 。 さ ら に 、 余 剰 面 積

と な る 場 合 は 会 議 室 、 文 書 庫 や 市 民 の 利 活 用 の 場 な ど 、 有

効 活 用 が 図 れ る よ う 検 討 し て い き ま す 。
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５ 駐 車 場 の 整 備

現 在 の 来 庁 者 用 駐 車 場 確 保 状 況 及 び 公 用 車 用 駐 車 場 の 状

況 か ら 、 新 庁 舎 に お け る 駐 車 場 の 必 要 台 数 を 見 込 み ま す 。

（ １ ） 駐 車 場 の 状 況

現 在 、 駐 車 場 と し て 確 保 し て い る 台 数 は 下 表 の と お り で

す 。

場 所 用 途 台 数

1 本 庁 舎 敷 地 （ 前 庭 ） 来 庁 者 ３ ２ 台

2 本 庁 舎 敷 地 （ 中 庭 ） 来 庁 者 ２ ２ 台

公 用 車 ３ 台

3 北 庁 舎 敷 地 （ 東 側 ） 来 庁 者 ２ ７ 台

4 北 庁 舎 敷 地 （ 西 側 ） 公 用 車 ５ ２ 台 ・ バ ス ２ 台

5 北 庁 舎 北 側 敷 地 公 用 車 １ ４ 台

小 計 １ ５ ０ 台 ・ バ ス ２ 台

6 旧 文 化 セ ン タ ー 跡 駐 車 場 公 用 車 １ ５ 台 ・ バ ス １ 台

（ 内 リ ー ス 車 両 １ １ 台 ）

小 計 １ ５ 台 ・ バ ス １ 台

合 計 １ ６ ５ 台 ・ バ ス ３ 台

（ う ち 来 庁 者 用 ： ８ １ 台 ）

※ 電 気 自 動 車 ３ 台 ・ ワ ゴ ン 車 ７ 台

※ そ の 他 と し て 、 ゆ め は っ と 利 用 者 駐 車 場 と し て ３ ２ ０ 台 分 あ り

・ 現 況 図
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（ ２ ） 駐 車 場 の 確 保 す べ き 必 要 台 数

現 在 の 来 庁 者 用 駐 車 場 は 、 混 雑 時 に 駐 車 場 が 不 足 し て い

る 状 況 で あ り 、 近 隣 の ゆ め は っ と 駐 車 場 へ 駐 車 す る な ど 来

庁 者 へ 不 便 を き た し て い る こ と か ら 、 十 分 な 駐 車 場 の 確 保

が 出 来 る よ う 整 備 し ま す 。

今 後 、 人 口 減 少 を 想 定 し 現 在 の 確 保 台 数 同 様 の 駐 車 台 数

１ ７ ０ 台 分 （ 公 用 車 含 む ） の 整 備 を 計 画 し ま す 。

な お 、 駐 車 場 に つ い て 十 分 な 台 数 の 確 保 が 困 難 な 場 合 に

つ い て は 、 立 体 駐 車 場 な ど の 整 備 も 検 討 し て い き ま す 。

ま た 、公 用 車 の 電 気 自 動 車 は 充 電 が 必 要 で あ る こ と か ら 、

車 庫 に 充 電 施 設 の 配 置 が 必 要 と な り ま す 。

駐 車 場 の 必 要 台 数 の 算 出

１ 前 提 （ 本 庁 へ 来 庁 す る 市 民 の 割 合 を 7 0 ％ で 想 定 ）

他 自 治 体 で 参 考 と し て い る 計 算 方 法 を 用 い る

１ ） 規 模 「 最 大 滞 留 量 の 近 似 的 計 算 法 」（ 岡 田 光 正 著 ）

２ ） 来 庁 者 「 市 区 町 役 場 の 窓 口 事 務 施 設 の 調 査 」（ 関 辰 夫 著 ）

① 窓 口 へ の 来 庁 者 人 口 0 . 9 ％

② 窓 口 以 外 へ の 来 庁 者 人 口 0 . 6 ％

③ 乗 用 車 使 用 割 合 想 定 8 5 ％

④ 本 庁 舎 へ の 割 合 想 定 7 0 ％

３ ） 平 成 ３ ７ 年 度 将 来 総 人 口 推 計 5 4 , 8 1 4 人

４ ） 公 用 車 必 要 台 数 8 0 台

２ 一 日 あ た り の 自 動 車 利 用 の 来 庁 者

１ ） 窓 口 部 門 2 9 4 人 （ 5 4 , 8 1 4 人 × 0 . 9 ％ × 8 5 ％ × 7 0 ％ ）

２ ） 窓 口 以 外 1 9 6 人 （ 5 4 , 8 1 4 人 × 0 . 6 ％ × 8 5 ％ × 7 0 ％ ）

３ ） 来 庁 者 計 4 9 0 人

３ 必 要 駐 車 場 台 数

近 似 的 計 算 法 で 、 必 要 台 数 は 利 用 総 数 と 平 均 滞 留 時 間 か ら 算 定

を 行 う と さ れ て い る 。

１ ） 必 要 台 数 ＝ 1 日 当 た り 来 庁 者 台 数 （ 台 ／ 日 ） ×集 中 率 （ α ）

×平 均 滞 留 時 間 （ 分 ／ 6 0 ）

① 集 中 率 3 0 ％

② 窓 口 部 門 平 均 滞 留 時 間 2 0 分 （ 想 定 ）

③ 窓 口 以 外 平 均 滞 留 時 間 6 0 分 （ 想 定 ）

２ ） 窓 口 部 門 必 要 駐 車 台 数 3 0 台 （ 2 9 4 人 × 3 0 ％ × 2 0 ／ 6 0 ）

３ ） 窓 口 以 外 必 要 駐 車 台 数 6 0 台 （ 1 9 6 人 × 3 0 ％ × 6 0 ／ 6 0 ）

４ ） 公 用 車 用 必 要 駐 車 台 数 8 0 台

５ ） 駐 車 場 必 要 台 数 1 7 0 台
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第 ４ 章 新 庁 舎 の 候 補 地 の 検 討

庁 舎 の 位 置 を 定 め る に あ た り 、 地 方 自 治 法 で は 、

第 ４ 条 地 方 公 共 団 体 は 、そ の 事 務 所 の 位 置 を 定 め 又 は こ れ

を 変 更 し よ う と す る と き は 、条 例 で こ れ を 定 め な け れ ば な

ら な い 。

２ 前 項 の 事 務 所 の 位 置 を 定 め 又 は こ れ を 変 更 す る に 当 た

っ て は 、住 民 の 利 用 に 最 も 便 利 で あ る よ う に 、交 通 の 事 情 、

他 の 官 公 署 と の 関 係 等 に つ い て 適 当 な 考 慮 を 払 わ な け れ

ば な ら な い 。

３ 第 １ 項 の 条 例 を 制 定 し 又 は 改 廃 し よ う と す る と き は 、当

該 地 方 公 共 団 体 の 議 会 に お い て 出 席 議 員 の 三 分 の 二 以 上

の 者 の 同 意 が な け れ ば な ら な い 。

と 規 定 さ れ て い ま す 。

こ の こ と を 踏 ま え 、 新 庁 舎 の 建 設 地 に つ い て は 、 様 々 な

視 点 か ら 適 切 な 場 所 を 選 定 す る 必 要 が あ り 、 そ の 際 に は 、

以 下 の よ う な 視 点 が 考 え ら れ ま す 。

① 実 現 性

・ 速 や か に 工 事 に 着 手 で き る か

・ 計 画 期 間 内 に 実 現 で き る か ど う か

② 経 済 性

・ 建 設 に 付 随 す る コ ス ト は ど う か

・ 敷 地 に か か わ る 経 費 は ど う か

③ 利 便 性

・ だ れ も が 分 か り や す い 場 所 か

・ ア ク セ ス （ 幹 線 道 路 、 公 共 交 通 網 ） は ど う か

・ 人 口 重 心 、 近 隣 施 設 の 状 況 は ど う か

※ 人 口 重 心 : 人 口 の 1 人 1 人 が 同 じ 重 さ を 持 つ と 仮 定 し そ の 地 内

の 人 口 が 、全 体 と し て 平 衡 を 保 つ こ と の で き る 場 所

④ 適 合 性

・ 建 設 上 の 法 令 制 限 や 工 事 に よ る 環 境 へ の 影 響 は ど う か

・ 敷 地 の 条 件 は 整 っ て い る か

・ 建 設 地 周 辺 へ の 影 響 は ど う か

な ど が あ り ま す 。
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１ 新 庁 舎 建 設 候 補 地 の 選 定 の 基 本 的 な 考 え 方

新 庁 舎 建 設 地 は 、 地 方 自 治 法 の 規 定 の と お り 市 民 の 利 便

性 を 最 重 要 視 し な が ら 、 上 記 の 視 点 を 加 え 建 設 に 必 要 な 規

模 が 確 保 で き る 場 所 に つ い て 、 市 民 と 協 議 を 重 ね 慎 重 に 候

補 地 の 選 定 を 行 っ て い き ま す 。

な お 、 市 有 地 を 活 用 す る 場 合 は 、 次 の ４ か 所 が 考 え ら れ

ま す 。

① 現 庁 舎 敷 地

庁 舎 所 在 地 番 地 目 地 積 （ ㎡ ）

本 庁 舎
西 庁 舎
東 庁 舎

本 町 二 丁 目

１ ４－ １ 宅 地 4 , 1 5 6 . 7 0

２ ７ － １ 宅 地 2 , 4 6 3 . 2 2

小 計 6 , 6 1 9 . 9 2

北 庁 舎
駐 車 場

〃

１ 宅 地 5 6 1 . 0 0

２ － ２ 宅 地 9 3 . 2 4

３ － ２ 宅 地 7 6 0 . 0 1

４ － ３ 宅 地 9 2 7 . 3 4

１ ０ － １ 宅 地 4 4 6 . 0 0

１ １ － １ 宅 地 7 6 8 . 0 0

１ １ － ２ 宅 地 7 2 . 0 0

小 計 3 , 6 2 7 . 5 9

合 計 1 0 , 2 4 7 . 5 1
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② 市 民 文 化 会 館 用 駐 車 場 敷 地

所 在 地 番 地 目 地 積 （ ㎡ ）

三 島 町 二 丁 目

2 2 雑 種 地 2 , 4 8 3 . 0 0

計 2 , 4 8 3 . 0 0

3 3 雑 種 地 2 , 9 1 9 . 0 0

計 2 , 9 1 9 . 0 0

4 2 - 2 宅 地 2 , 2 2 9 . 0 0

4 5 - 1 宅 地 1 , 6 2 8 . 9 0

5 0 雑 種 地 6 7 7 . 0 0

5 1 宅 地 2 1 7 . 0 0

5 2 - 1 宅 地 2 5 2 . 9 3

小 計 5 , 0 0 4 . 8 3

合 計 1 0 , 4 0 6 . 8 3

③ 萱 浜 ニ ュ ー ス ポ ー ツ 広 場 敷 地

所 在 地 番 地 目 地 積 （ ㎡ ）

萱 浜 字 巣 掛 場 4 5 - 7 7 雑 種 地 4 5 , 3 9 1 . 0 0

計 4 5 , 3 9 1 . 0 0
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④ 高 見 町 敷 地 （ 道 の 駅 北 側 ）

所 在 地 番 地 目 地 積 （ ㎡ ）

高 見 町 二 丁 目

1 6 雑 種 地 3 8 0 . 0 0

計 3 8 0 . 0 0

2 3 - 4 宅 地 7 7 7 . 3 8

2 3 - 1 2 宅 地 1 1 0 . 8 7

2 4 - 1 宅 地 2 , 0 4 2 . 1 1

2 4 - 7 宅 地 8 , 6 6 7 . 0 3

小 計 1 1 , 5 9 7 . 3 9

3 0 - 4 雑 種 地 2 , 6 3 3 . 0 0

3 0 - 1 5 雑 種 地 1 1 7 . 0 0

小 計 2 , 7 5 0 . 0 0

合 計 1 4 , 7 2 7 . 3 9
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敷地面積

用途地域
(容積率・建ぺい率）

実現性
（計画期間）

・市有地のみの建設では、敷地面積が不足す
る可能性あり

・既存庁舎の解体の後の整備となる

・用地取得がなく建設できる
・ゆめはっと来場者用駐車場の確保が必要

・広大な市有地で用地取得がなく建設できる
・現在グランドゴルフ等に利用中で代替地が

必要

・用地取得がなく建設できる
・仮設住宅の集約、撤去に時間を要す

（仮設の供用期間は３１年度まで）

経済性
（費用面）

（財政措置）

・現庁舎解体は起債対象
・仮設庁舎の建設が必要かつ用地確保が伴う
・移転作業は２回必要

・現庁舎解体後、駐車場整備で起債対象
・法定外道路の付替道路の整備が必要
・移転作業は1回

・現庁舎解体は起債対象外
・下水道計画区域だが、整備は当面先であり

原因者負担での敷設工事となる
・移転作業は1回

・現庁舎解体は起債対象外
・職員用駐車場の敷地の確保が必要となる
・移転作業は1回

利便性
（近隣施設）

（交通アクセス）

・中心市街地に隣接し人口重心より南に970ｍ
・現在の本庁舎の場所で認知度は高い
・保健センター、社会福祉協議会に近い
・県道１２号線が隣接
・路線バスが運行している
・ＪＲ原ノ町駅から1.5㎞
・南相馬ＩＣから3.9㎞

・中心市街地に隣接し人口重心より南に1,100ｍ
・現在の本庁舎近くで認知度は高い
・保健センター、社会福祉協議会に近い
・県道１２号線が近接
・路線バスが運行している
・ＪＲ原ノ町駅から1.5㎞
・南相馬ＩＣから3.9㎞

・市街地から東側で、人口重心より3,800ｍ
・国道より東側で認知度は低い
・整備予定の災害備蓄倉庫に近く、災害時の

迅速な対応が図られる
・県有施設(南相馬原子力災害対策センター)

が近隣に整備されている
・保健センターや社会福祉協議会より離れる
・路線バスが運行していない
・ＪＲ原ノ町駅から2.5㎞
・南相馬ＩＣから7.7㎞

・市街地から東側で、人口重心より2,600ｍ
・道の駅がすぐ近くにあり認知度はある
・近くに総合病院、消防署及び警察署があ

り、災害時の迅速な対応が図られる
・保健センターや社会福祉協議会より離れる
・国道６号線が隣接
・路線バスの停留所が総合病院前にある
・ＪＲ原ノ町駅から1.3㎞
・南相馬ＩＣから6.6㎞

適合性
（敷地条件）
（周辺環境）

・本庁舎敷地は建設制限はない
・本庁舎敷地のみでは駐車場が確保できない
・本庁舎と北庁舎は、分断しているので、一

体の敷地にする場合、用地取得が生じる
（地権者7名住宅5棟ほか）

・北側の民家への日影対策が必要

・東側の市有地は建設制限はない
・奥側（西側）は、用途地域変更が必要
・不整形地であるが、整備された駐車場地の

ため特に問題はない
・法定外道路を廃止で約10,000㎡の一団の敷

地が確保できる
・建設位置により近隣の民家への日影対策が

必要

・用途地域での建設制限はない
・雑種地で整地はされているが、雑木林の整

理が必要
・周辺に民家がなく設計が自由である

・用途地域での建設制限はない
・整地された宅地のため特に問題はない
・国道に隣接し、道の駅が南側となることか

ら渋滞緩和措置が必要
・建設位置により近隣の民家への日影対策が

必要

（平成２７年度国勢調査による人口重心：新田川橋（小川町側）手前を西へ500ｍの箇所近辺（（有）木幡自動車工業の北側河川敷）

・準工業地域(200％・60％)
・第一種住居地(北庁舎)

(200％・60％)建物制限有

・準工業地域(道路沿いのみ)(200％・60％)
・第一種中高層住居専用地域(奥側駐車場地)

(200％・60％)建物制限有
・無指定 ・準工業地域 (200％・60％)

※人口重心：人口の1人1人が同じ重さを持つと仮定しその地域内の人口が、全体として平衡を保つことのできる場所

・2筆：10,247㎡
（本庁舎6,619.92㎡・北庁舎3,627.59㎡)

・2筆間に市道・民地あり

・3筆合算：10,406㎡
（電力側5,004.83㎡・中側2,919㎡・西側2,483㎡）

・3筆間に法定外道路2か所あり
・1筆：45,391㎡ ・ 3筆合算：14,727㎡

① 現庁舎敷地 ② 市民文化会館駐車場 ③ 萱浜ニュースポーツ広場 ④ 高見町敷地（道の駅北側）

２ 市 有 地 を 活 用 す る 場 合 の 比 較 表



28

第 ５ 章 新 庁 舎 建 設 に 向 け た 具 現 化

１ 設 計 時 に お け る 配 慮

第 ２ 章 で 掲 げ た 基 本 理 念 、 基 本 方 針 に 基 づ き 定 め た 付 加

す る 機 能 を 確 実 に 取 り 入 れ 、 市 民 に と っ て 利 便 性 が 良 く 安

全 ・ 安 心 で 、 末 永 く 利 用 で き る 庁 舎 の 設 計 に 努 め ま す 。

２ 建 設 手 法 及 び 設 計 業 者 の 選 定 方 法

（ １ ） 建 設 手 法 の 検 討

公 共 施 設 の 建 設 に 係 る 建 設 手 法 は 、 近 年 、 施 設 の 設 計 ・

建 設 か ら 維 持 管 理 ・ 運 営 に い た る 一 連 の 業 務 に 民 間 の 資

金 ・ 経 営 能 力 ・ 技 術 的 能 力 を 活 用 す る Ｐ Ｆ Ｉ 方 式 の 導 入 が

挙 げ ら れ ま す 。

Ｐ Ｆ Ｉ 方 式 は 、 建 設 資 金 の 調 達 の 必 要 が あ る 場 合 や 施 設

の 維 持 管 理 や 運 営 業 務 に 民 間 の 創 意 工 夫 や 経 営 ノ ウ ハ ウ が

発 揮 で き る 場 合 に 有 効 で す が 、 一 方 で 、 市 民 ニ ー ズ に 応 じ

た 変 更 等 へ の 対 応 が 困 難 な こ と 、 Ｐ Ｆ Ｉ 法 に 基 づ き 可 能 性

調 査 や 事 業 者 選 定 を 行 う た め 相 当 の 期 間 が 必 要 な こ と な ど 、

メ リ ッ ト は 少 な い と 考 え ら れ ま す 。

こ の た め 、新 庁 舎 の 建 設 は 、財 政 的 に 有 利 な 合 併 特 例 債 9

が 活 用 で き る 期 間 内 の 建 設 を 進 め る た め 、 従 来 型 の 直 接 建

設 方 式 で 検 討 し ま す 。

９ 合 併 特 例 債：合 併 市 町 村 が 市 町 村 建 設 計 画 に 基 づ い て 行 う 事 業 に 要 す る 経 費 に

つ い て 、 そ の 財 源 と し て 借 り 入 れ る こ と が で き る 地 方 債 の こ と

充 当 で き る の は 対 象 事 業 費 の お お む ね ９ ５ ％ 、 更 に そ の 元 利 償 還

金 の ７ ０ ％ が 普 通 交 付 税 で 措 置 さ れ る
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（ ２ ） 設 計 業 者 選 定 の 検 討

設 計 業 者 を 選 定 す る 際 に は 、難 し い 施 工 上 の 課 題 も あ り 、

最 適 な 計 画 や 設 計 の 技 術 提 案 が で き る 設 計 業 者 を 選 ぶ こ と

が 重 要 で す 。 そ の た め に は 、 設 計 の 価 格 の み で 決 定 す る 入

札 方 式 で は な く 、 設 計 に 関 す る 提 案 方 式 で 検 討 し て い く こ

と と し ま す 。

提 案 方 式 と し て は 、 設 計 に 市 民 や 職 員 の 意 見 を 反 映 し や

す く 、 具 体 的 な 設 計 内 容 を 検 討 し や す い プ ロ ポ ー ザ ル （ 技

術 提 案 ） 方 式 で 進 め ま す 。

３ 建 設 費 の 概 算

建 設 費 （ 実 施 設 計 ・ 本 体 建 築 ・ 電 気 ・ 機 械 設 備 工 事 及 び

外 構 工 事 ） に つ い て 、 県 内 他 自 治 体 の 建 設 事 例 の 平 均 単 価

を 算 出 し 、 こ れ に 想 定 面 積 （ 最 大 1 2 , 0 0 0 ㎡ ） で 試 算 す る と

以 下 の と お り で す 。

自 治 体 名 （ 完 成 ） 建 設 費 ÷延 べ 床 面 積 単 価

相 馬 市 （ H 2 8 . 1 0 ） 4 9 億 6 千 万 円 ÷9 , 5 3 4 ㎡ 5 2 0 , 2 4 3 円 /㎡

須 賀 川 市 （ H 2 9 . 4 ） 9 4 億 9 千 万 円 ÷1 7 , 0 2 0 ㎡ 5 5 7 , 5 7 9 円 /㎡

平 均 単 価
5 3 8 , 9 1 1 円 /㎡

≒ 5 3 9 , 0 0 0 円 /㎡

新 庁 舎 の 建 設 単 価 は 、 今 後 の 消 費 税 増 税 及 び 人 件 費 ・ 物

価 上 昇 等 を 見 込 み 、「 5 6 0 千 円 /㎡ 」を 参 考 単 価 と し て 設 定 し

ま す 。
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建 設 費 概 算 額 （ 想 定 ） ＝

建 築 庁 舎 面 積 1 2 , 0 0 0 ㎡

× 建 設 単 価 5 6 0 千 円 /㎡ ＝ ６ ７ .２ 億 円 ≒ ６ ７ 億 円

① 本 体 工 事 ６ ７ 億 円 （ 外 構 ほ か 含 む ）

＋ ② 解 体 工 事 ５ 億 円 （ 本 西 東 庁 舎 ）

＋ ③ 駐 車 場 整 備 ４ 億 円 （ 立 体 駐 車 場 を 想 定 ）

総 額 ７ ６ 億 円

※ １ 解 体 工 事 費

相 馬 市 で 地 上 ６ 階 /地 下 １ 階・延 床 面 積 約 6 , 2 0 0 ㎡ の 庁 舎 解 体 に 約

5 億 円 で 実 施 し て い る （ 工 期 1 5 月 ・ ｱ ｽ ﾍ ﾞ ｽ ﾄ除 去 含 む ） こ と か ら 、 本

市 も 同 程 度 の 延 床 面 積 で あ る こ と か ら 同 額 を 算 出

※ ２ 駐 車 場 整 備 費

延 面 積 7 , 0 0 0 ㎡ 2 階 建 て （ 単 価 見 込 5 6 千 円 /㎡ ） を 想 定 し 算 出

※ ３ そ の 他

新 た な 建 設 用 地 を 求 め る 場 合 の 用 地 買 収 経 費 は 含 ま れ て い な い 。

新 庁 舎 建 設 に お け る 概 算 建 設 費 は 、 上 記 の と お り 約 ７ ６

億 円 と 想 定 し ま す が 、 今 後 、 基 本 設 計 等 を 進 め る 中 で 精 査

し 、 そ の 積 算 に 当 た っ て は 、 効 率 的 、 効 果 的 な コ ス ト の 縮

減 を 図 る も の と し ま す 。

４ 建 設 費 の 財 源

新 庁 舎 建 設 に は 膨 大 な 費 用 が 必 要 と な る こ と か ら 、 で き

る だ け 市 の 財 政 に 配 慮 し た 財 源 確 保 に 努 め て い き ま す 。

主 な 財 源 と し て は 、 平 成 ２ ８ 年 度 に 創 設 し た 「 庁 舎 建 設

基 金 」 で 、 毎 年 度 一 定 額 の 積 み 立 て を 行 っ て い き ま す 。

さ ら に 、合 併 特 例 債 を 最 も 有 効 な 財 源 と し て 活 用 し ま す 。
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５ 建 設 ス ケ ジ ュ ー ル

平 成 ３ ７ 年 度 の 完 成 を 目 指 し 、 解 体 を 含 め た す べ て の 関

連 工 事 の 標 準 的 な ス ケ ジ ュ ー ル は 、 概 ね 以 下 の よ う に な り

ま す 。

整 備 ス ケ ジ ュ ー ル （ 案 ）

Ｈ ３ ０ Ｈ ３ １ Ｈ ３ ２ Ｈ ３ ３ Ｈ ３ ４ Ｈ ３ ５ Ｈ ３ ６ Ｈ ３ ７

基 本 計 画

基 本 設 計

実 施 設 計

造 成 ・アクセス道 工 事

本 体 工 事

外 構 工 事 等

解 体 工 事

※ 目 安 で あ り 、 建 設 場 所 そ の 他 条 件 に よ っ て 変 動 す る 。

６ 既 存 施 設 の 利 活 用

新 庁 舎 建 設 に よ り 機 能 が 移 転 さ れ 利 用 さ れ な く な る 建 物

（ 北 庁 舎 ・ 南 分 庁 舎 ） に つ い て は 、 既 存 建 物 の 状 況 等 を 考

慮 し な が ら 市 全 体 の 公 共 施 設 等 の 見 直 し 、 配 置 の 最 適 化 、

効 率 化 を 図 る た め の 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に 基 づ き 、 売

払 い 、 貸 付 、 他 の 公 共 施 設 と し て の 再 利 用 な ど 様 々 な 手 法

に つ い て 検 討 を 行 い ま す 。

新

庁

舎

共

用

開

始
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７ 市 民 等 検 討 委 員 会 の あ り 方

本 基 本 構 想 は 、 あ く ま で も 庁 内 職 員 に お い て 、 基 本 計 画

の 基 礎 と な る た た き 台 と し て 取 り ま と め た も の で す 。

平 成 ３ ０ 年 度 以 降 は 、 市 民 を 交 え た 市 民 等 検 討 委 員 会 を

設 置 し 、 よ り 具 体 的 に 協 議 を 重 ね 基 本 計 画 を 策 定 し て い き

ま す 。

検 討 委 員 会 と し て 他 自 治 体 で 最 も 多 い の は 、 市 民 と 学 識

経 験 者 で 検 討 し て い る 事 例 で す 。こ の 場 合 の 学 識 経 験 者 は 、

学 術 的 な 見 地 か ら 意 見 を 頂 き 、 行 政 側 の 意 見 だ け で な く

様 々 な 分 野 か ら 参 加 し て い る 市 民 の 意 見 を 取 り 入 れ 、 話 を

ま と め て い く 役 割 を 担 っ て い た だ く こ と が 期 待 さ れ て い ま

す 。

本 市 に お い て も 、 市 民 及 び 学 識 経 験 者 を 含 め た 検 討 委 員

会 を 設 置 し て い き ま す 。



（ 参 考 ） 総 務 省 基 準 で の 算 定 表

現 在 の 組 織 を 維 持 し た 場 合 の 職 員 数 （ H 3 7 年 度 ： 4 2 7 人 ）

職員数 換算率
換算後
職員数

基準
面積

①事務室

特別職・三役 3人 20.0 60人 270.0㎡

部長・次長級 18人 9.0 162人 729.0㎡

課長級 33人 5.0 165人 742.5㎡

課長補佐・係長級 94人 2.0 188人 846.0㎡

一般職員 279人 1.0 279人 1,255.5㎡

小計（職員数） 427人 854人 3,843.0㎡

499.6㎡

2,989.0㎡

2,932.6㎡

250.0㎡

770.0㎡

11,284.2㎡合 計

⑤車庫等 本庁にて直接使用する公用車数（10台）×25㎡

⑥議会関係諸室 議員定数（22人）×35㎡

③会議室等 職員数×7㎡

④玄関等 各室面積（事務室＋倉庫＋会議室等）×40％

区 分 標準面積

3,843.0㎡
4.5㎡

②倉庫 事務室面積×13％

総務省基準：平成２２年度地方債同意等基準運用要綱
（任期付職員＋派遣職員＝0人、主査を一般職員で試算）



自治体名

①人 口 ８０，９００人（Ｈ29.4）

②完成年次 平成２５年４月

③職 員 数 ３３４人

④建築面積 ３，６００㎡

⑤延床面積 １１，４４４㎡（職員一人当たり34.2㎡）

⑥規 模 地上４階

⑦構 造 鉄筋コンクリート造 免震構造

①人 口 ３７，６６２人（県現住人口調査）

②完成年次 平成２６年１１月

③職 員 数 ２４６人

④建築面積 ２，７４４㎡

⑤延床面積 ７，７７６㎡（職員一人当たり31.6㎡）

⑥規 模 地上４階

⑦構 造 鉄筋コンクリート造 免震構造

①人 口 ４９，１４６人（Ｈ29.4）

②完成年次 平成２７年８月

③職 員 数 ３５０人

④建築面積 ２，５５１㎡

⑤延床面積 ７，３４８㎡（職員一人当たり21.0㎡）

⑥規 模 地上４階（屋上に機械スペース）

⑦構 造 鉄筋コンクリート造 免震構造

①人 口 ３５，６７５人（Ｈ29.4）

②完成年次 平成２８年１０月

③職 員 数 ２８０人

④建築面積 ３，８５２㎡

⑤延床面積 ９，５３４㎡（職員一人当たり34.1㎡）

⑥規 模 地上４階

⑦構 造 鉄骨造 免震構造

①人 口 ７７，１７０人（県現住人口調査）

②完成年次 平成２９年４月

③職 員 数 ４７０人

④建築面積 ３，８６９㎡

⑤延床面積 １７，０２０㎡（職員一人当たり36.2㎡）

⑥規 模 地上４階地下１階（塔除く）

⑦構 造 鉄筋コンクリート造 免震構造

①人 口 ６１，７６１人（国勢調査）

②完成年次 平成３０年１月予定

③職 員 数 ４４５人

④建築面積 ３，２２０㎡

⑤延床面積 １１，５７３㎡（職員一人当たり26.0㎡）

⑥規 模 地上４階

⑦構 造 鉄筋コンクリート造 免震構造

①人 口 ７５，２６３人（Ｈ29.4）

②完成年次 平成３０年３月予定

③職 員 数 ３６６人

④建築面積 ２，２９７㎡

⑤延床面積 ９，７０５㎡（職員一人当たり26.5㎡）

⑥規 模 地上５階

⑦構 造 鉄骨造 免震構造（一部ＲＣ造）

備 考

福島県須賀川市

福島県相馬市

埼玉県桶川市

宮崎県日向市

福島県喜多方市

福島県田村市

新潟県燕市

（ 参 考 ） 他 自 治 体 の 整 備 状 況


